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指名停止理由 有資格業者名 決定日 適用条項 備　　考

野瀬産業株式会社 令和7年4月30日 別表第４

令和7年5月1日 から 措置要件（１）

令和7年5月31日 まで

新明和工業株式会社
令和7年5月15日 別表第２

令和7年5月16日 措置要件（６）イ

令和7年8月15日

令和７年度　物品等供給契約における指名停止業者一覧表

指名停止対象業者及び状況説明書
令和７年５月１６日　現在

措置期間

1

本市営業課発注の「令和７年度　次亜塩素酸ソーダ
（20ｋｇ当たり単価）」において落札者と決定された
にもかかわらず、令和７年4月21日、契約辞退届出書
を提出し、当該契約を締結しなかったため。

1か月 福岡県大牟田市倉永１５８
８－１

2

新明和工業株式会社は、特定エレベーター方式ＰＳ設
置工事において、独占禁止法第3条（不当な取引制限
の禁止）に違反する行為を行ったとして、令和7年3月
24日に公正取引委員会から排除措置命令及び課徴金納
付命令を受けたことは、「指名停止基準　別表第2
措置要件（6）のイ」独占禁止法違反行為に該当する
ため。

３か月 兵庫県宝塚市新明和町１番
１号


